
民泊通報・相談窓口運営業務等に関する公募型プロポーザル参加者募集要項 

 

１ 委託業務 

 ⑴ 民泊通報・相談窓口運営業務 

 ⑵ 宿泊施設に対する管理運営状況調査業務 

 ⑶ 「民泊」仲介ウェブサイト等に係る監視・点検業務 

 

２ 業務内容 

  別紙仕様書のとおり 

 

３ 委託金額の上限 

  ５４，２４７千円（税込） 

  本業務の履行に係る費用のうち、テナント代や業務に必要な物品等を含む一切の事務

経費は受託者の負担とする。 

  なお、民泊通報・相談窓口の電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールについては、本市

が指定する専用番号（電話番号：０７５－２２３－０７００、電子メール：

minpakusoudan@city.kyoto.lg.jp）を継続使用（本市拠点からの電話を安定的に受信で

きる環境を整備）すること。 

 

４ 各業務の対応予定件数 

 ⑴ 民泊通報・相談窓口運営業務 

   約６５０件 

  ※ 履行期間内に当該予定数を超えた場合も、本契約業務を遂行するものとする。 

 

（参考）民泊通報・相談窓口の受付件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 平成２８年７月１３日から受付開始 
※２ 令和７年１１月末現在 

 

 ⑵ 宿泊施設に対する管理運営状況調査業務 

   約３，６５０件（内訳：旅館業許可施設：約３，３００件、住宅宿泊事業届出施設：

年度 通報 相談・意見等 計 

Ｈ２８※１ １，１４８件 ５７５件 １，７２３件 

２９ １，０１０件 ９５０件 １，９６０件 

３０ １，０９５件 １，０３９件 ２，１３４件 

Ｒ １ ４６８件 ４１１件 ８７９件 

  ２ １５８件 １５０件 ３０８件 

  ３ ９１件 ６３件 １５４件 

  ４ ８３件 ７１件 １５４件 

  ５ １９９件 １５３件 ３５２件 

  ６ ２４４件 ２２６件 ４７０件 

  ７※２ ２３５件 ２０１件 ４３６件 



約３５０件） 

  ※ 旅館業営業許可を取得した施設及び住宅宿泊事業の届出を行った施設のうち、本

市が調査を依頼した施設に限る（履行期間内に当該予定数を超えた場合も、本契約

業務を遂行するものとする）。 

  ※ 夜間駐在確認調査については、年間約１５０日調査を実施（履行期間内に当該予

定数を超えた場合も、本契約業務を遂行するものとする） 

 

（参考）宿泊施設数の推移（※令和７年１１月末時点） 

 

 ⑶ 「民泊」仲介ウェブサイト等に係る監視・点検業務 

 約３，６５０件 

 住宅宿泊仲介業の登録者、未登録者にかかわらず、それらが運営する「民泊」仲介

ウェブサイト等における取引・掲載状況等の調査 

※ 履行期間内に当該予定数を超えた場合も、本契約業務を遂行するものとする。 

 

５ 応募資格 

  次の要件を全て満たしていること。 

 ⑴ 京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則

第２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登録している者。ただし、同

名簿への登録がない者にあっては、国及び地方公共団体の業務請負実績があり、その

契約書が提出でき、かつ、京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等

年
度 

旅館業 
住宅宿泊事業 

①旅館ホテル ②簡易宿所 旅館業合計（①＋②） 
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H28 550 27,753 25 7 1,493 6,134 813 16 2,043 33,887 838 23    

29 575 29,172 38 13 2,291 9,247 871 73 2,866 38,419 909 86 0※1 0※1 0※1 

30 624 33,608 73 24 2,990 12,539 846 147 3,614 46,147 919 171 490 502 12 

R 元 656 36,243 61 29 3,337 17,228 602 255 3,993 53,471 663 284 716 307 81 

2 679 39,729 72 49 3,104 16,454 350 583 3,783 56,183 422 632 614 59 161 

3 680 42,065 51 50 2,887 16,551 152 369 3,567 58,616 203 419 590 28 52 

4 650 42,579 25 55 2,794 16,001 118 211 3,444 58,580 143 266 560 37 67 

5 638 42,678 28 40 2,814 16,582 196 176 3,452 59,260 224 216 628 95 27 

6 630 42,257 16 24 2956 17,803 209 67 3,586 60,060 225 91 838 254 44 

R7.11 639  10 1 3,086  149 19 3,725  159 20 1,059 254 33 



又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

 ⑵ 公告の日から応募締切日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱第２９条第

１項の規定に基づく競争入札参加停止措置（⑴のただし書に該当する者は、当該資格

に関する停止措置）を受けていない者であること。 

 ⑶ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないものであること。 

 ⑷ 多言語対応（日本語、英語、中国語及び韓国語）が可能な体制が取れること。（４⑵

及び４⑶の業務に限る。） 

 ⑸ 令和８年４月１日を起点として、旅館業法及び住宅宿泊事業法にあっては過去３年

間、旅行業法にあっては過去５年間違反したことがないこと。 

 ⑹ 法人税、所得税、消費税、地方消費税、市町村民税、固定資産税及び事業所税の未

納がないこと。 

 ⑺ 水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。 

 

６ 応募方法 

 ⑴ 提出書類 

   紙文書で７部提出すること。ただし、エ～シは原本１部に写し６部でも差支えない。 

  ア 参加申請書（別紙１） 

  イ 類似業務実績一覧（別紙２） 

ウ 企画提案書 

    別紙「受託候補者選定基準及び企画提案作成要領」に基づき作成すること。 

    なお、企画提案書には、社名を入れないこと。 

  エ 積算根拠が分かる見積書（消費税は内書きで記載すること。） 

  オ 「５ 応募資格⑴」のただし書に該当する者は、当該資格を有することを証する

資料及び当該資格に関する停止措置を受けていないことを証する申立書 

  カ 「５ 応募資格⑸」を証する申立書 

  キ ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）又はＰ（プライバシー）   

マーク登録証を取得している場合は、その写し 

  ク 印鑑証明書又は印鑑登録証明書（提出日前３箇月以内に発行） 

  ケ 使用印鑑届 

  コ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書 

  サ 市町村民税、固定資産税及び事業所税の納税証明書（提出日前３箇月以内に発行

されたもの。写し可。法人にあっては、主たる事業所の所在地において発行を受け

ること。） 

  シ 調査同意書（水道料金・下水道使用料）又は水道料金及び下水道料金の納付証明

書（提出日前３箇月以内に発行されたもの。写し可。法人にあっては、主たる事業

所の所在地において発行を受けること。） 

※ ただし、京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿

又は同規則第２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登録している場

合は、ク以下を省略できるものとする。 

 ⑵ 受付期間 

  ア 令和８年１月２９日（木）午前９時から令和８年２月１３日（金）午後５時まで



とする。ただし、持参の場合は土・日・祝日を除くこととし、郵送の場合は、令和８

年２月１３日（金）午後５時必着とする。 

  イ 受付期間の終了後においては、提出書類の内容の変更を一切受け付けない。 

 ⑶ 提出方法等 

   「１２ 問合せ先及び提出先」の担当まで持参又は郵送により提出すること。 

 ⑷ その他 

  ア 提案は、１参加者につき１件とする。 

  イ 採択された提案は、本市との協議により修正又は変更を行う場合がある。 

 

７ 質問の受付 

  本選定に関する質問がある場合は、「１２ 問合せ先及び提出先」に直接持参、郵送又

はメールにより提出すること。電話及び口頭による質問は、一切受付しない。 

  なお、メールにより質問を提出する場合は、件名を「民泊通報・相談窓口運営業務等

受託者選定に関する質問」とすることとし、質問の様式は任意とする。 

  また、受託候補者の選定方法に関する質問には応じない。 

⑴  提出期限 

   令和８年２月３日（火）午後５時まで 

⑵  回答 

   全ての質問及び回答については令和８年２月６日（金）までに京都市保健福祉局医

療衛生推進室医療衛生企画課のホームページにおいて公開する。 

 

８ 受託候補者の選定方法 

 ⑴ 提出された見積金額が委託金額の上限を超えている場合は、失格とする。 

 ⑵ 企画提案書に企画提案作成要領で示す事項が記載されていない場合、又は提案内容

が仕様書を満たしていない場合は失格とする。 

 ⑶ 受託候補者の選定は、本市の職員で構成する「民泊通報・相談窓口運営業務等受託

候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、応募者から提出された

企画提案書及び見積書について、「民泊通報・相談窓口運営業務等受託候補者選定基準」

に基づき書類審査を行い、項目別に評価し、最も高い評価を得た者を受託候補者とし

て選定する。 

 ⑷ 受託候補者の選定は令和８年２月２６日（木）までに決定のうえ、通知を予定して

いる。 

 ⑸ 選定委員会における審査の結果、選定した受託候補者の住所又は所在地、商号又は

名称及び代表者氏名を文書により応募申請書を提出した者全員に通知する。 

 ⑹ 受託候補者の選定が終了した後、受託候補者の名称と、本プロポーザルに参加した

全事業者の名称及び評価点（失格となった事業者を除く。）を本市ホームページにおい

て公表する。 

 

９ 委託契約の締結 

 ⑴ 契約金額 

   提出された見積書に記載された金額をもって契約金額とする。 



 ⑵ 契約期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 ⑶ 契約の締結等 

  ア 選定した受託候補者と契約条件を確認及び協議のうえ契約を行う。 

  イ 受託候補者となった者は、速やかに所定の契約書を提出しなければならない。 

  ウ 受託候補者となった者が、前項の手続を行わないときは、当該委託業務に係る契

約は締結されなかったものとみなす。この場合、次点の者を受託候補者として選定

したものとする。 

  エ 本事業に係る予算が不成立等の場合には、契約できない場合がある。この場合、

本市は、それに伴って生じる費用についての補償は一切行わない。 

 

10 その他 

 ⑴ プロポーザル参加に要する一切の費用は参加者負担とする。 

 ⑵ 提出された企画提案書等は返却しない。 

 ⑶ 提出された書類に虚偽または不正があった場合は失格とする。契約締結後に虚偽又

は不正が判明した場合は契約を解除し、受託者は本市に対する損害賠償の責を負う。 

 ⑷ 提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがある。 

 ⑸ 今回の募集については、令和８年度事業の準備行為として実施するものであるため、

今後、本事業に係る予算が成立しなかった場合は、事業を中止することがある（予算

の不成立による事業中止の場合、本市は違約金支払の責を負わない）。 

 ⑹ 契約期間中に、各業務の処理件数が予定を著しく下回ると見込まれる際は、双方の

合意を前提に契約金額を変更する場合がある。 

 

11 スケジュール（予定） 

  令和８年１月２９日（木） 募集開始 

      ２月 ３日（火） 質問締切り 

      ２月 ６日（金） 質問回答 

      ２月１３日（金） 募集締切り 

      ２月２６日（木） 結果通知 

      ４月 １日（水） 業務開始 

 

12 問合せ先及び提出先 

  〒６０４－８５７１ 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所北庁舎３階 

  京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課（担当：橋本、田苗） 

  ＴＥＬ ０７５－２２２－４２７２ 

  ＦＡＸ ０７５－２１３－２９９７ 

  Ｅ－ｍａｉｌ eisei@city.kyoto.lg.jp 


